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名古屋城二之丸出土のれんがについて

佐藤　公保

キーワード
赤れんが　手抜き成形　機械抜き成形　濃尾地
震　東洋組　大野煉瓦工場　関東大震災

はじめに
　名古屋城二之丸は平成 25 年（2013）以降、
二之丸庭園の整備のための発掘調査が継続的に
実施されており、その過程で平成 29 年（2017）
には 1次調査から 3次調査までの成果をまとめ
た報告書

（1）

が、続いて令和 2年（2020）には 4次
調査から 6次調査までの報告書

（2）

が刊行されてい
る。これらの庭園整備の発掘調査に併行して、
令和元年（2019）からは二之丸の南部を中心と
した地区の遺構の残存状況を確認するための試
掘調査が実施されている。1 次、2 次試掘調査
の成果は令和 3年（2021）に報告書

（3）

にまとめら
れた。これらの調査によって名古屋城二之丸で
は近代、近世の遺構が比較的良好な状態で残存
していることが判明している。
　二之丸は明治維新以降、明治 5年（1872）に
は陸軍省の所管となり、明治 7年（1874）以降、
歩兵第六聯隊成立後、兵舎が築造されるように
なった

（4）

。前記したこれまでの調査で検出された
近代遺構が歩兵第六聯隊に伴う兵舎であること
は相違ない。当然、こうした近代の遺構、整地
層に伴い近代の遺物も多数、出土しているが、
近世・近代の出土遺物に対する分析は、現在ま
でに充分に進んでいるとは言い難い

（5）

。
　本稿では、近代遺物のなかで代表的な遺物で
あるれんがについて、れんがの基本事項の概要
と二之丸で出土しているれんがの特徴をまと
め、名古屋城周辺のれんが構造物および県内の
調査例と対比させ、名古屋城二之丸で出土した
れんがとれんが建造物について検討する。

１．れんがの概要
　れんがは建築物の構造材等として使用される
赤れんがと、溶鉱炉等の部材として用いられる
耐火性の富んだ白れんがに大別される。この稿
で検討するのは前者の赤れんがである。二之丸
で出土しているれんがのほとんどが赤れんが
（以下、「れんが」と呼称

（6）

）であり、白れんがの
出土例は少なく、焼却炉等に使用されたと思わ
れるものが数点出土しているだけである

（7）

。
　直方体をしているれんが 6面のうち面積の広
い 2面を平、面積の最も狭い両端の 2面を小口、
細長い両側面を長手という（図 1）。通常、壁
体の表面には小口および長手のいずれかの一
面、または建物の出隅は小口と長手の両面が共
に建物の外側に表出することになる。そのため
見栄えを良くするために露出する小口、長手は
平滑で焼きの良い面が選ばれる。それに対して
平の両面は積み上げる際に漆喰あるいはモルタ
ル等の接着剤を乗せる面となる。このため平に
は成形痕がそのまま残る粗い面のまま製造され
る。明治時代以降の刻印がみられる面も大半は
平である

（8）

。刻印には、製造会社を示す社印と成
形した者を示す責任印があると、現在はみられ
ている

（9）

。れんがの刻印なかにはその片方しか見
られない例、両方ともみられる例、無刻印のも
のがあり、無刻印のものの方が圧倒的に多い。
豊橋市西野石灰焼窯址の場合、刻印がみられた
のは出土れんが全体の 4.5％に過ぎないと報告
されている

（10）

。
　れんがを積み上げる際に、れんが職人は右手
に目地材料を扱う鏝を持ち、左手でれんがを積
んでいく。そのため、れんがは片手で掴むこと
ができるサイズである必要がある。明治 38 年
（1905）頃には、長さ（平および長手の長辺長、
以下同）224mm ×幅（平の短辺長、以下同）
106mm ×厚さ（小口および長手の短辺長、以
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下同じ）53mm（以下、規格順同）の並形、
227mm× 109mm× 60.6mmの東京形、227mm
×109mm×56mmの作業局形、218mm×105mm
×52mmの山陽新形、227mm×107mm×70mm
の山陽形の 5種の寸法に大別されていた

（11）

。さら
に関東大震災を境に全国的にれんがの規格を統
一しようとする動きが顕著になり、大正 14 年
（1925）には 210mm × 100mm × 60mm とい
う全国統一規格、JES（日本標準規格）が誕生
した

（12）

。これらの規格は制定された時点で全国一
律に一斉に統一されたわけではなく、全国各地
の事例をみると暫時定着し現在に至っているよ
うである。
　れんがは積上げる際に、現場では各部にあわ
せてれんがの長さを加工する。手を加えていな
い基本形れんがを「おなま」と呼び、おなまで
はなく加工されたものは図 1のように夫々呼称
される。
　れんが構造物はれんがを積上げて完成され
る。積上げる技術も西欧の技術が導入された（図
2）。明治 10 年代半ばまでは、1 段の配列を水
平にみるとれんがの長手と小口が交互に配置さ
れるフランス積みが主流であった。フランス積
みは作業効率が高くない点が指摘されている。
明治 20 年代以降は長手の列と小口の段が上下
交互に積まれるイギリス積み

（13）

が日本の中心的な
積み方となる。また、明治20年代の後半以降は、
ドイツ系の技術を導入して官庁建設が行われた
ため、小口だけを表装に見せるドイツ積も官庁
関連の建築物の中に散見されるようになった

（14）

。
他に小口の段を 3段、長手の段を 1段積むアメ
リカ積みもあるが、この事例は全国的にみても
多くはない

（15）

。

２．れんが概史
　れんがが国内で焼成されたのは安政 4 年
（1857）にオランダ人ハルデスの指導によって、

長崎鎔鉄所の建設のために長崎の瓦職人に焼か
せた例が国産初である。以降、長崎ではれんが
が普及したという。それらのれんがは厚さが薄
く、その形状から地元では「蒟蒻れんが」と呼
ばれる

（16）

。
　全国で本格的にれんが建築物が出現するの
は、国策として西洋文化を積極的に取り入れる
ようになった明治時代に入ってからである。
　特に近代化の波がいち早く訪れた大阪、東京、
神戸、横浜等では、明治の初めから外国人の指
導を受け、れんがが焼成された

（17）

。
　愛知県内でれんがが焼成されたのは、明治
11 年（1878）頃、常滑の陶芸家である鯉江方
寿によってである

（18）

。鯉江の焼成したれんがには
雅号が刻印され「尾張�金島山」の印がみられ
る（写真 1）が、流通した様子はなく、鯉江自
身の窯を造築するために作成されたものと考え
られている。県内でも明治 20 年代以降、洋風
建築物の建築が加速する

（19）

につれ、本格的に商品
としてれんがが焼成され始めた。そのきっかけ
になったのが、明治 15 年（1882）頃の東洋組
の成立である。東洋組は士族の授産事業として
西尾藩、刈谷藩、吉田藩、岡崎藩、田原藩等が
中心になって西尾、刈谷、岡崎、田原の各地に
工場を設けた。西尾の西尾分局、刈谷の刈谷分
局においては、れんがの製造が行われた。東洋
組は国の保護をうけ、主に陸軍へ煉瓦を供給し
たが、明治 10 年代の後半以降には経営難に陥
り、次第に民営のれんが製造会社が製作技術を
引き継ぎ

（20）

、半田、西尾、刈谷等を中心に数多く
のれんが製造所として明治 20 年代前後頃から
独立・創業していった。
　県内のれんが建築物建設の流れに水を差した
のが、明治 24 年（1891）に発生した濃尾地震
である。現在の震度で 7に該当する激しい揺れ
が岐阜、愛知西部を襲い、名古屋では名古屋郵
便電信局等のれんが建築物が倒壊し多くの死傷
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者が発生した
（21）

。これによってれんがの積み方が
見直され、とろ目地

（22）

や漆喰目地に代わって強度
の高いポートランドセメントを用いた目地材料
を使用するようにとの提言が推奨された。また
補強材として帯鉄と鉄棒を用いる碇聯鉄構法

（23）

が
採用されるようにもなる。
　そうした改良によって、その後もれんが建築
物は全国各地に建てられ、名古屋市内でも大正
11 年（1922）に名古屋控訴院地方裁判所区裁
判所庁舎（現名古屋市市政資料館）が竣工して
いる

（24）

。ところが翌大正 12 年（1923）以降、事
態が一変する。関東大震災が発生したことに
よって、東京、横浜等ではれんが建築物だけで
はなく、多くの建築物が倒壊し火災にあった。
改めて地震が多発する日本国内でのれんが建築
物の脆弱性が問題視され、折しもセメントの国
内生産が拡大している時期でもあり、昭和にな
ると、れんが建築物から鉄筋コンクリート建築
物を主体とする時代になっていく。れんがは構
造材料から仕上材へとその用途を変化させ、や
がて仕上材としての座もタイルに奪われ、「れ
んがの時代」は終焉を迎えるのである

（25）

。

３．れんがの製造
　明治期の北海道野幌地方でのれんが造りを描
いた砥上番光の「煉瓦製造画譜

（26）

」には、れんが
の製作過程が描かれ、採取した粘土を数晩ねか
したのち、砂を配合し人力で捏ねた粘土塊を型
枠にいれて形を整える様子がみられる。その際
に、平の面を板状の工具でなで、最終的な形を
完成させた。その後、枠を取りのぞき日干しし
た後に窯で焼成した。使用する型枠は多くは木
製であり、型枠の現物がれんが製造業会社に
残っている例が数多くみられ、地域によっては
真鍮製の型枠が使用された例も報告されてい
る
（27）

。
　こうした型枠を使用し成形する方法を「手抜

き成形法」という
（28）

。この成形方法でれんがを製
造すると、れんがの平の両面には板状工具でナ
デた痕跡が明確に残る。この手抜き成形はれん
がが国内で焼成され始めた時以来用いられた。
明治 20 年代以降になると、機械を使った成形
法が広がっていき、次第に全国的に「機械抜き
成形

（29）

」に代わっていった。ただ、その伝播は地
域によって様相がかなり異なり、大隅地方の一
地域では近年まで手抜き成形法でれんがを製造
していた事例がみられる（写真 2

（30）

）。愛知県内
をみると明治の末頃から、土錬機

（31）

が開発される
ようになり、特に大正初め頃から大正 10 年代
にかけて土錬機とそれに関わる機器の開発が相
次いだ

（32）

。土錬機はれんがのみならず、瓦や土管
等の作製にも使用され、この機器の開発が頻発
したのは大正 10 年代以降の国内好景気に伴い、
れんが、瓦、土管等の建設、配管資材の需要が
拡大していったことが背景にあると考えられ
る。県内のれんが製造に関わる機器をみると大
正 10 年（1921）には機械を用いてれんがを型
でプレスして成形する機器が開発されている

（33）

。
　手抜き成形のれんがは平の両面に板ナデの痕
跡が残る（写真 3）のに対し、機械抜き成形の
れんがは土錬機から出てくる粘土塊をピアノ線
で切断しれんがを形造り、そのまま日干しする
ため、平の両面にはピアノ線で切断した痕跡が
残る。その痕跡は、粘土が縮緬状の縮れ跡が多
数みられる他、またはピアノ線によって混入物
である小石の移動した痕跡がみられる（図 3、
写真 4）。

４．名古屋城二之丸出土のれんが
　名古屋城二之丸庭園第 1次から第 3次の報告
書では、検出した陸軍兵舎のれんが基礎を平面
図、見通し図、写真で記載しており、れんがの
積み方はイギリス積みとある。この工法から明
治後半代に構築したものと記述している（図4

（34）

）。
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ただれんが単体の実測図、記述はなく刻印のあ
るれんがの拡大写真を記載している（写真 5‐1
～ 4）。刻印には「〇」（写真 5‐1）、「〇」の中
に「一」（写真 5‐2）、井桁枠の中に「三」とそ
の下に〇（写真 5‐3）、井桁枠の印（写真 5‐4）
がみられる。また刻印のある平の面には、画像
では板ナデの痕跡と思われる横縞の浅い条線を
確認することもできる。
　二之丸地区試掘調査 1 次、2 次調査では 42
丁のれんがが出土している。報告書に記載され
た 9 丁のうち 4 丁がおなまの状態である（図
5‐1 ～ 4）。
　図 5の 1は橙色を呈し、胎土に小石が少量見
られる。224mm× 104mm× 62mmであり、平
の面には板ナデの痕跡がみられる。刻印はみら
れない。
　図 5の 2は橙色を呈し、胎土には小石をほと
んど含まない。208mm× 101mm× 55mmで、
平の面に粘土が縮緬状に縮れた痕跡がみられ
る。刻印はみられない。
　図 5の 3は赤橙色を呈し、胎土は小石を多量
に含む。231mm × 117mm × 55mm で、平の
面に板ナデの痕跡がみられる。長手の片面にモ
ルタル

（35）

が付着する。刻印はみられない。
　図 5の 4は小豆色を呈し、胎土は小石を多量
に含む。213mm × 98mm × 60mm で、平の面
に板ナデの痕跡がみられる。長手の両面にモル
タルが付着する。刻印はみられない。
　刻印を確認出来たれんがは 1 丁のみである。
図 5の 5は赤褐色を呈し、胎土は小石を多量に
含み一部が欠損している。残長 183mm ×
106mm × 55mm で、平の面に板ナデの痕跡が
みられ、四角枠に「カ」の刻印がみられる。
　報告書の記載からもれた小片の 33 丁のれん
がには厚さが 57mm から 58mm のものが多く
みられた。平の面の成形痕をみると、板ナデが
みられるものがほとんどである。これらは小石

を多量に含む胎土であり、残存している目地は
全てセメントモルタルである。

５．名古屋城二之丸周辺のれんが構造物
　明治以降、名古屋城内の一部は軍の所轄であ
り、三之丸に愛知県庁や名古屋市役所があった
ためか、周辺は公的な建物が多い。そのために
城内と周辺にはれんが建築物が現存する（図6）。
　A．乃木倉庫（旧歩兵第六聯隊弾薬庫�写真 6
～ 8

（36）

）
　名古屋城御深井丸に所在し、平成 9年（1997）
に国の登録文化財に登録されている。名古屋城
内で現存する唯一のれんが建築物である。この
建物については明治 13 年（1880）の絵図

（37）

にそ
の姿がみられることから、少なくとも明治 13
年には存在していた。明治 6 年（1873）、乃木
希典が名古屋に赴任中に築かれたとされるがこ
のことはあくまでも伝承である。外装はモルタ
ル塗で、室内は漆喰、床は板張になっている。
建物内部の板張りの床の一部が通気のために開
口されており、そこかられんが積みの通気口を
目視できる（写真 7）。また床下の換気口から
建物の床下の映像をみると床下は緩やかなアー
チ状にれんがが積まれ、小口積みであることが
判る（写真 8）。通気口のれんがは 223mm ×
94mm × 53mm で橙色を呈する。刻印は確認
されていない。
　B．ナゴヤキャッスルホテル北塀（旧好生館
病院北塀�写真 9,�10

（38）

）
　名古屋城堀端西側の最近までナゴヤキャッス
ルホテルが所在した場所に明治から昭和にかけ
て私立の好生館病院が所在した。好生館は東海
最大級の私立病院として明治 16 年（1883）に
開院したが、大正 2年（1913）に火災が発生し
建物は全焼した。その後、規模を拡大し伝染病
棟も新設され、それに伴い病院の北境に高さ
3.6m ものれんが塀を築いた（図 7）。同病院は
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太平洋戦争中に空襲で焼失したが、現在、塀は
東側にある御深地蔵大菩薩の敷地分の長さ約
5m、高さ 2.1m のみが残っており、イギリス積
みでれんがを積み上げている（写真 9,�10）。れ
んがの規格は 230mm × 110mm × 55mm で、
平の面には板ナデの痕跡がみられた。刻印は確
認できていない。
　C．名古屋農林総合事務所南塀�（旧第三師団
司令部南塀�写真 11 ～ 13

（39）

）
　第三師団司令部は明治 19 年（1886）、名古屋
城内堀の南際に設置され、昭和 40 年（1965）
に解体された。その南境のれんが塀の一部が現
存している。塀は高さ 1.5m ほど残っており上
部が改修され、頂部には花崗岩が笠木状に組ま
れ、その下 1段に新しいれんがが小口積みで積
まれている。上部以下は第三師団司令部当時の
ものが残っておりイギリス積みで積み上げられ
ている。約 20m 残るれんが塀の西側 5m ほど
のれんがは淡橙色、東側は橙色を呈しており、
塀の改修が行われた可能性を示している。西側
のれんが塀は上部を長手積みで 2段積んだ下の
段に小口積みで 1段積み、以下の段はイギリス
積みで積み上げており、東側のれんがの積み方
と明らかに異なる（写真 13）が、れんがの規
格は 230mm × 105mm × 60mm で西側と東側
のれんがの規格は同じである。観察できたれん
がをみると平の面に板ナデの痕跡がみられた。
刻印については確認できていない。
　D．本町橋（写真 14 ～ 16

（40）

）
　名古屋城の南に位置し、江戸時代、名古屋城
下町のメインストリートであった本町筋にあた
り、城内と城下町をつなぐ橋である。橋の両桁
の間は 4m、橋のアーチの高さは約 5m あり、
本町御門の桝形の一部を改修し、明治 44 年
（1911）に架けられた。橋の東側はその後の道
路拡幅によって 5m ほど東にコンクリートの橋
脚が増築され西側からはれんが造りの橋本体を

見ることができる。れんがをアーチ状に積み上
げており天井、側壁の上部がれんが積みである
ことを確認できる。天井は長手積みでれんがを
積んでいる（写真 16）。れんがの規格は測定で
きず刻印も確認できなかった

（41）

。
　E．名古屋市市政資料館�（旧名古屋控訴院地
方裁判所区裁判所および東塀�写真 17 ～ 22

（42）

）
　名古屋城の外堀西際に所在し、大正 11 年
（1922）に建築されたれんが及び鉄筋コンクリー
ト造の 3 階建ての建築物である。昭和 59 年
（1984）に国の重要文化財に指定されている。
昭和 60 年（1985）から建築物の解体修理が行
われ、建物の外装はれんがによるドイツ積み、
中庭の外装もドイツ積みで、裏積みはイギリス
積みになっていることが報告されている。また
1、2 階と 3 階で使用されている外装のれんが
が異なることも指摘されており（写真 19）、1、
2 階の外装に使用されたれんがの規格は
227mm × 105 ～ 106mm × 60mm で、裏積み
のれんがは 227mm × 109mm × 60mm で胎土
は共に小石を多く含む。3 階に使用されたれん
がは幅 103mm ～ 104mm で、長さ及び厚さは
不明であるが、1、2 階のれんがに比べ規格が
やや小さいようであり、胎土は小石を含まない
ことが判っている。名古屋市市政資料館に保管
されていたれんが

（43）

をみると、サンプルとして保
管された修復用の新しいれんが以外のれんがは
9 丁ある（表 1）。規格が 201mm × 95mm ×
58mm で平の面に縮緬状の粘土の縮れがみら
れ、胎土に小石を含まないもの（表 1�No 1）と
220mm ～ 230mm × 100mm ～ 112mm、×
51mm ～ 59mm で平の面に板ナデの痕跡が残
り、胎土に小石を多量に含む一群（表 1�No 3
～ 7）がみられる。これらのれんがの目地には
いずれもセメントモルタルがみられた。規格が
小さく小石を含まないもののなかには平の面に
〇に「G」の刻印があるものを確認できた（写
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真 20）。これは大正 7 年（1918）操業を開始し
た滋賀県守山市にあった江州煉瓦株式会社のも
のである

（44）

。確認できた刻印あるれんがはこの 1
丁のみである。修理解体報告書では施設のれん
がは当時、吹上にあった名古屋監獄で製造され
た囚人れんがを使用した

（45）

とあり、1、2 階で使
用された規格が大きく胎土に小石を多量に含む
一群のれんががこの囚人れんがにあたると考え
られる。
　この施設の東境の北側に長さ約 20m のれん
が塀があり、高さは約 3m である。この塀の一
部は名古屋控訴院地方裁判所区裁判所の改修工
事に伴い解体修理されたが、ほとんどが当時の
状況で現存している。築かれたのは名古屋控訴
院地方裁判所区裁判所と同じ時期と思われ、塀
は裁判所と同じドイツ積みで積まれている。塀
の頂部はれんがの平の面を上にして笠木状に組
まれている。その平の面には「￢」、「ケ」、「へ」、
「×」等の刻印がみられ

（46）

、板ナデの痕跡が明確
にのこる（写真 22）。規格は 221 ～ 225mm ×
104 ～ 107mm × 58mm で裁判所庁舎の 1、2
階の外装のれんがとほぼ同じ寸法である。これ
から東境の塀も囚人れんがを用いた可能性が高
い。

６．愛知県内の発掘調査例
　残念ながら県内で近代の遺構、遺物について
記載している発掘調査報告書は極めて少なく、
れんがについて記載しているものはさらに少な
い。調査事例として豊橋市内の報告が2例ある。
　１．西野石灰焼窯址

（47）

　当遺跡は豊橋市の北東部、石巻本町内に所在
する。石灰岩を原料として石灰を製造するため
の窯で、近世末から明治時代のもの、3 基の発
掘調査が行われている（図 8、写真 23,�24）。1
号窯の炉体部がれんが造りで、報告書では「小
口と長手の面を内側に向けながら交互に重ねて

円形に積上げ」とあり、これによるとイギリス
積みであり、目地には三和土を用いている。お
なまの状態で計測が可能であったれんがが 224
丁出土しており、れんがの平均値が 219mm ×
106mm × 56mm のものである第Ⅰ群と、平均
値が 224mm × 109mm × 50mm のものである
第Ⅱ群とに分かれる。さらに第Ⅱ群は長さと幅
の相違で、1 類、2 類に分かれ、1 類は長さ
215mm 程、幅 103mm ほどのもの、2 類は長さ
225mm 程、幅 110mm ほどものである。これ
らのれんがのうち、第Ⅰ群のれんがの平の面に
「東洋組西尾分局士族就産所

（48）

」の刻印があるが
みられた。平の面にみられる成形痕については、
Ⅰ群のれんがは平の面に縮緬状の皺を残すもの
が多くみられ、ナデ調整を残すものもみられる
とあり、Ⅱ群のれんがについても同様な傾向が
みられる。窯の操業期間については 3 号窯、2
号窯、1 号窯の順で操業しており操業の開始は
江戸時代末期と推定しており、明治 33 年（1900）
には窯を閉じている。炉体部がれんがで築かれ
ている 1号窯は「東洋組西尾士族就産所」の刻
印がみられ、同就産所は少なくとも明治 15 年
（1882）から明治 18 年（1885）頃の明治 10 年
代後半に操業していた

（49）

。
　2．吉田城址（XV

（50）

）
　吉田城址は豊橋市街の北、豊川を北に臨む段
丘の端部に位置する。調査地点は平成 25 年
（2013）に行われた第 43 次調査と平成 27 年
（2015）の 2 地点で各地点を各々 A 地点、B 地
点としている（図 10）。共に吉田城内にある豊
橋市美術博物館の北側に位置する。れんがが集
中して出土したのはA地点の SX‐1（大型土坑）
の上層からであり、豊橋に駐屯していた歩兵第
十八聯隊関連

（51）

の遺構として位置付けている。報
告書では刻印のあるもの 14 丁を記載しており
規格は 220mm ～ 234mm × 106mm ～ 114mm
× 52mm ～ 60mm であり、全てのれんがの平
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の面に板ナデの成形痕がみられた。確認できた
刻印は四角枠に「愛知東洋組刈谷分局製造之印」
のものが 2丁、四角枠に「東洋組西尾授産所」、
四角枠に「カ七」が夫々 1丁、四角枠に「片山」
印の後に漢数字が続くものが 10 丁、漢数字は
「壹」、「貮」、「十一」、「十二」、「十四」～「十九」
が存在した（図 12）。規格を比べてみると東洋
組刈谷分局、西尾分局のれんがは「片山」印の
あるれんがより長さと幅がやや小さいが、厚さ
に関して差異は大きくはなかった。前者は
220mm ～ 228mm × 106mm ～ 108mm ×
54mm～ 60mmであるのに対し、後者は222mm
～ 234mm × 103mm ～ 114mm × 52mm ～
58mm である。刻印にある東洋組刈谷分局は明
治 15 年（1882）に創設され少なくとも明治 20
年代まではれんがを製造していたようで、それ
以降、大野煉瓦工場が業務を引き継いだ

（52）

。東洋
組西尾分局は明治 15 年（1882）に創設され明
治 18 年（1885）まで操業していた。「片山」印
のれんがは碧南市にあった片山工場が製造した
もので、明治 26 年（1893）に操業を開始し、
大正 13 年（1924）には廃業している

（53）

。れんが
を含めその他の共伴出土陶磁器および絵図の解
析によりこの SX‐1 は吉田城に歩兵第十八聯隊
が駐屯を始めた明治 18 年（1885）の初期の頃
に設けられ、明治 40 年（1907）には埋め立て
られた、と報告書では記されている。れんが製
造会社の操業時期を考えると、東洋組 2分局の
れんがは歩兵第十八聯隊関連の建築物が築造さ
れ始めた際に用いられたもので、片山工場のれ
んがはその後の建物の増築に用いられたもので
ある可能性が高い

（54）

。

７．名古屋城二之丸出土のれんがの特徴　
　名古屋城二之丸で出土しているれんがの特徴
をまとめてみると、　
　１．胎土に小石を多量に含むものが多い。

　２．�寸法は 220mm 前後× 110mm 前後×
60mm以下であるものが多い。

　３．�多くのものが平の部分に板ナデの痕跡を
示し、機械成形の痕跡が残るものはわず
かである。

　４．�現在、確認されている刻印は5種類ある。�
　以上の 4点のことが言える。
　4 点のなかで特に規格、平に残る成形痕、刻
印、そして刻印について考察を進めてみる。
　（1）規格と調整痕
　大正 14 年（1925）に規定されたれんがの
JES 規格の寸法は 210mm × 100mm × 60mm
ではあるが、それに比べると、名古屋城二之丸
で出土しているれんがは長さが長く幅が広く厚
さが薄いものが多い。一般的にれんがについて
は、古い時期のものほど長さが長く厚さは薄く
なる傾向があるという

（55）

。このことから二之丸で
出土しているものはれんがのなかでも明治から
大正初めに製造された古い様相を示しているこ
とになる。手抜き成形の痕跡である板ナデ痕に
ついてみると、日本に機械成形が採用された最
初期の事例は明治 20 年代である。しかし名古
屋城周辺のれんが建築物である大正期に築造さ
れた好生館病院の北塀、名古屋控訴院地方裁判
所区裁判所の庁舎中庭 1、2 階及び東塀のれん
がをみると、いずれも平面に板ナデの痕跡が明
確に残る。このことから、名古屋のれんがにつ
いては少なくとも大正期まで手抜き成形であり
板ナデの痕跡が残るれんがが多数を占める。現
時点では東海地域において、機械成形のれんが
が主流になる時期については断定しがたい。横
浜等で確認されているプレス成型のれんが

（56）

につ
いても東海地域では確認されていない。愛知県
内では大正 10 年（1921）にプレス成形のれん
が製造機が開発されている

（57）

が、現在も操業を続
けている岡田煉瓦製造所では、昭和 8年（1933）
にプレス式のれんが製造機を導入し生産を開始
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している（写真 25）。このように県内のれんが
製造業会社がプレス式れんが製造機を本格的に
導入し始めるのは昭和に入ってからだと思われ
る。機械成形もプレス式同様に昭和に入ってか
ら普及したと考えられる

（58）

。
　（2）刻印
　二之丸で出土しているれんがの刻印は現在の
ところ、名古屋城二之丸庭園第 1次～ 3次の調
査で確認された「〇」、「〇」の中に「一」、井
桁枠の中に「三」とその下に〇、井桁枠の印と
二之丸地区第 1次、第 2次試掘調査で出土した
角枠内に「カ」の印の 5種類である。角枠内に
「カ」は責任印である可能性が高く、それ以外
は製造会社の社印または社印と責任印を兼ねて
いるものと考えられる。うち、意匠だけみると
「〇」、「〇」の中に「一」の刻印は長崎県内等
で類似しているものが見受けられる

（59）

が、直接関
係するとは考えづらく、製造会社が特定できな
い。井桁枠に「三」と下に〇の刻印と井桁枠の
印は明治前半以降、解散した東洋組刈谷分局を
引き継いだ大野煉瓦工場の印であり

（60）

、同様な井
桁枠の刻印は半田の旧カブトビール工場（現半
田赤レンガ建物）のれんがにもみられる

（61）

。旧カ
ブトビール工場のれんが建物は明治 31 年
（1898）、丸三麦酒が建設したもので、その後、
大正 7年（1918）、大正 10 年（1921）に増築さ
れている。井桁の枠に漢数字の刻印は創業時期
の時からみられ、小判枠に「イ」の字と数字が
入る刻印等の岡田煉瓦製造所のれんがも創業時
の建物中のれんがに見られる。大正期の築造期
になると、井桁の枠に漢数字の刻印のあるれん
がのみになる

（62）

。名古屋城二之丸で見られた井桁
枠の中に「三」とその下に〇の刻印は旧カブト
ビール工場のれんがには見られない

（63）

。また、吉
田城址の歩兵第十八聯隊関連の大型土坑 SX‐1
には井桁枠の内に漢数字または井桁枠内に「三」
その下に〇の刻印は見られず、四角枠内に片山

と漢数字、「東洋組西尾授産所」と「愛知東洋
組刈谷分局製造之印」しか見られない。大野煉
瓦工場は元々、東洋組の刈谷分局との関係が深
く、刈谷藩の家老であった大野定が藩士の授産
事業を条件にれんが工場の敷地を提供し自らも
東洋組刈谷分局の経営に関わった

（64）

。その後、分
局の経営が行き詰まると、大野定の意志を引き
継いだ大野介蔵が大野煉瓦工場を立ち上げて、
引き続きれんが製造を行ったと思われる。「東
洋組刈谷分局」の流れを組むれんがの刻印の変
遷は、吉田城址、名古屋城二之丸、旧カブトビー
ル工場の事例から図 15 に示したように「東洋
組刈谷分局」印から、「井枠内に三、その下に〇」
へ、そして「井枠内漢数字」に変わっていった
可能性が考えられる。「東洋組刈谷分局」印が
見られる一群を仮に A 群、「井枠内に三、その
下に〇」と「井枠内漢数字」の刻印が混在する
一群を B 群、「井枠内漢数字」のみがみられる
一群を C 群とする

（65）

と、吉田城の例や東洋組の
操業期間から A 群は明治 15 年（1882）頃以降
であり、C 群については旧カブトビール工場が
竣工した明治 31 年（1898）頃には存在していた、
と考えられる。B 群については「井枠内に三、
その下に〇」の刻印のみを有するれんが建築物
が現時点では確認されていない。しかしこの刻
印については、東洋組刈谷分局が廃業した時期、
則ち大野煉瓦工場が操業を開始した当初のれん
がの刻印である可能性がある。その時期は同じ
東洋組から西尾分局が分離する時期、明治 19
年（1886

（66）

）と大きな時差はなく遅くとも明治
20 年代前半頃と考えられる。A 群や C 群の使
用時期に注目すると、その他の刻印のあるれん
がについては西野石灰焼窯址、吉田城址でみら
れた「東洋組西尾分局」の印は A 群と、名古
屋城二之丸でみられた「〇」、「〇内に一」の印
は B 群と旧カブトビール工場の小判枠に漢数
字の印は C 群と共伴している。また大正 11 年
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（1922）に竣工された旧名古屋控訴院地方裁判
所区裁判所の 1、2 階および東塀の刻印につい
ては検討する点がまだ多いが、「へ」、「ケ」の
印はイロハ順を示す責任印である可能性が高
く、「￢」は名古屋監獄で製造された囚人れん
がである刻印の可能性があろう

（67）

。そうであれば、
旧名古屋控訴院地方裁判所区裁判所の 1、2 階
および東塀の刻印「￢」は旧名古屋控訴院地方
裁判所区裁判所の建設が始まる大正 7年（1918）
頃からみられ C 群に続く D 群と捉えることが
できる

（67）

。
　（3）課題
　れんがの調査事例は極めて少ない。そのため、
今回は名古屋城二之丸および豊橋市の発掘調査
例、旧名古屋控訴院地方裁判所区裁判所、旧カ
ブトビールの建築物の修理報告ならびに現存す
るれんが構造物等の数少ない事例から明治・大
正期のれんがについてまとめてみた。板ナデの
消失、代わって出現する縮緬状の痕跡の出現、
すなわち手抜き成形ではなく機械成形の最早期
事例東京近辺では転換期が明治 20 年代である
とされているが、少なくとも名古屋では大正に
入っても板ナデの痕跡が残り

（68）

、機械成形やプレ
ス成形に代わる時期は昭和に入る可能性が高い

（69）

ことが判った。
　またれんがの規格については大正 14 年
（1925）に制定された JES 規格が名古屋周辺で
いつ頃から定着するかに関しては、これまで確
認した事例のれんが建築物は全て JES 規格が
制定された大正 14 年（1925）以前に建築され
ているため、それを知り得る調査事例が現時点
ではない。今後、大正時代末から昭和にかけて
の東海地域における土木構造物を含むれんが構
造物やれんが単材の調査を進める必要がある。
　れんが個体の年代を知り得るには社印が最も
有効である。但し、前記したように社印を残し
たれんがの割合は少ない。操業時期を確認する

のに有効な社印も、現時点では該当する当時の
れんが製造会社の社印の全てを掌握しているわ
けではない。今のところ、名古屋においては図
15 で示したように東洋組刈谷分局系列の刻印
の消滅や囚人れんがの出現で刻印の変遷の概要
を捉えているのに過ぎない。今後は調査を進め
ることによってこれらの刻印と共伴している刻
印のれんが製造会社を特定し、その社歴を調査
することで社印の使用時期の精度を高めていく
必要がある。
�また、愛知県内でれんが製造が開始されるの
は明治 11 年（1878）頃、常滑の鯉江方寿によっ
てである。名古屋城御深井丸に所在する乃木倉
庫は明治 13 年（1880）には存在した。このよ
うな愛知県内でれんが製造が本格化する明治
20 年代以前のれんが建築物の一群を 0 群とす
る。0 群に含まれる常滑の金島山の刻印のある
れんがについてはその供給先が極めて限られて
おり、今後その実態を確認していく必要があろ
う。また乃木倉庫に関しては当初かられんが建
築物であるとすると、その供給元が問題になっ
てくる。使用したれんがは阪神または関東等の
他地域から搬入されたものなのか、長崎、大阪、
東京等の例のように地元の瓦職人によって焼成
されたものなのか、それを知るためには乃木倉
庫のれんが個体の調査が必要であろう。また明
治 13 年（1880）の絵図には建築物の構造が記
されておらず、新築当初はれんが建築物ではな
い可能性も残る。明治 13 年（1880）以降、れ
んが造りに建替えられた可能性も皆無ではな
い。
　最後に名古屋城二之丸庭園第 1次～第 3次報
告書にあるれんが基礎についてであるが、報告
書ではイギリス積みでれんがが積まれているこ
とから、建造時期を明治後半としている。基礎
に伴うれんがをみると、平の面に板ナデの痕跡
が残り、B、C 群とした大野煉瓦工場が制作し
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た「井枠内に三、その下に〇」や「井枠内漢数
字」がみられる。このことから二之丸庭園で確
認されたれんが建築物は明治 20 年代後半以降
に築造された可能性が高い。その理由は明治
24 年（1891）に発生した濃尾地震ではなかろ
うか。建築物基礎を構成するれんがの刻印等か
ら、その年代が明治 20 年代後半になると考え
られることや、二之丸の近代の整地層から出土
する多くの陶磁器類が前記した吉田城址の
SX‐1（図 14）や大阪鎮台本営から出土してい
る明治時代初めの陶磁器類と極めて酷似してい
るからである

（70）

。二之丸にあった施設が地震で被
災した結果、多量の陶磁器類が投棄され、明治
時代初めの陶磁器を含む造成土で整地が行わ
れ、鉄筋コンクリート建物が一般的になる以前
の当時においては堅固とされたれんが基礎の建
築物が築造されたのではなかろうか。
　
　この稿をまとめるのに下記の方々に多大のご
協力を得た。特に水野信太郎先生からはれんが
について基礎的な知識や多大な情報をご教示し
て頂いた。文末ながら記して謝したい。（以下
敬称略）

愛知県埋蔵文化財調査センター、一般社団法人
赤煉瓦倶楽部半田、INAXライブミュージアム、
エスパシオエンタープライズ、岡田煉瓦製造所、
経済産業省中部経済産業局、公益公益財団法人
愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化
財センター、豊橋市教育委員会、豊橋市文化財
センター、名古屋市北土木事務所、名古屋市市
政資料館、名古屋市昭和土木事務所、半田赤レ
ンガ建物、舞鶴市赤れんが博物館、石原雅章、
井畝良太、今泉友宏、岩原剛、榎本晶子、大澤
達人、大嶽廣高、岡田敏夫、後藤泰男、小林久
彦、近藤紀子、武部真木、永井宏之、馬場信雄、
畑野桂、水野信太郎、村田泰利、矢野江美子
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したかは不詳であるが、この刻印のみがみられるのは大

野煉瓦工場が東洋組刈谷分局から分離し操業を開始し始

めた極短い時期と思われる。

（66）�東洋組刈谷分局が操業を停止した時期については明確な

記載はなく東洋組から西尾分局が分離した明治 20 年前

半代には実質上、営業を停止していたと考えられる。

（67）�名古屋市昭和土木事務所の榎本晶子、大嶽廣高両氏のご

協力によって吹上ホール野球場の改修工事で採取したれ

んがを入手することができた。採取地点から名古屋監獄

の獄舎のれんがであることは相違なく、規格は 223mm

× 110mm × 53mm で橙色を呈し刻印はなく、平の面に

板ナデを残す。今後囚人れんがを考えるなかで貴重な資

料となろう。

（68）�東京でも板ナデの痕跡が残るれんがは大正までみられる

事例が報告されている。

（69）�（58）と同じ。

（70）�公益財団法人瀬戸市文化振興財団�2021『文明開化とせ

とやき�─近代前期の瀬戸窯と美濃窯』

《Title》
On�the�Bricks�unearthed�in�the�Ninomaru�of�Nagoya�Castle

《Keyword》
Rwd�Beick,�Handmade�bricks,�Machine-made�bricks,�Nobi�Earthquake,�The�Toyo�group,�Ono�brick�
factory,�Great�Kanto�Earthqake
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図 1　れんがの名称（註 18より、一部加筆）

写真 3　板ナデの痕跡

写真 4　機械抜きの痕跡

図 3　機械抜き成形の機器（註 18より）

写真1　「尾張金島山」（註18より） 写真 2　手抜き成形（註 18より）

図 4　名古屋城二之丸れんが基礎（註 1より）

図 2　�れんがの積み方（横浜開港資料館『日本の赤煉
瓦　1851－1923』より）

1．フランス積み

4．小口積み

2．イギリス積み

5．長手積み

3．オランダ積み
半羊羹

小口
長手

長さ

幅 平
厚さ

おなま

半羹
半桝

二五分

七五

0 2m
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図 5　名古屋城二之丸出土れんが（註 3より）

図 6　名古屋城内および周辺れんが構造物
A：乃木倉庫　　B：旧好生館病院北壁
C：旧第三師団南壁　　D：本町橋
E：旧名古屋控訴地方裁判所区裁判所

写真 5－1

写真 5－1 ～ 5（註 1より）

1

3

5

4

2

写真 5－2 写真 5－3 写真 5－4

10cm0

AB

C

D

E
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写真 6　乃木倉庫

図 7　旧好生館建物配置
（服部鉦太郎『明治・名古屋の顔』�1973 より）

写真 7　通気口 写真 8　床下（水野信太郎氏提供）

写真 9　旧好生館北壁 写真 10　れんが壁近景

写真 13　れんが壁近景写真 12　南壁上部写真 11　旧第三師団南壁

写真 16　橋脚天井写真 15　本町橋全景写真 14　本町橋橋柱
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写真 19　中庭 1～ 3階れんが写真 18　東壁写真 17　�旧名古屋控訴院地方裁判所区裁
判所（現名古屋市市政資料館）

写真 20　中庭 3階のれんがの刻印

図 8　西野石灰焼窯址（註 10より） 写真 23　西野石灰焼窯址（註 10より）

表 1　市政資料館保管レンガ一覧

写真 22　東壁刻印写真 21　東壁頂部

5m0
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写真 24　西野石灰焼窯址�1 号窯（註 10より）

図 10　吉田城址調査地点（註 50より）

図 11　吉田城址�SX－1（註 50より）

図 12　吉田城址出土れんが（註 50より）

図 9　西野石灰焼窯址�刻印れんが（註 10より）

20cm0

10m0

A
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図 13　吉田城址出土れんが（註 50より）

図14　吉田城址SX－1出土れんが共伴陶磁器（註50より）

写真 25　�岡田煉瓦工場プレス式れんが製造機�
（半田赤レンガ建物�協力）
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図 15　東洋組刈谷分局系れんが刻印変遷試案

註 註 註 註
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